
・視覚障害者がすべて点字を使用するわけではない。ロービジョン（弱視）で一部
視力を有する人、中途失明等で点字を読めない人もいる。パソコン等で、音声や
テキストデータを読み上げて情報を得る人もいる。
・聴覚障害者が、すべて手話を使用するわけではない。筆談や要約筆記等を用
いる人もいる。
・発達障害や知的障害、精神障害によって、読書が困難な人もいる。
・上記の障害があっても、必ずしも障害者手帳等を取得しているわけではない。
高齢や病気等で活字をそのままの大きさでは読むことが難しい人もいる。

・依頼、要望をする以前に、様々な形式の障害者向け資料（バリアフリー図書）や
郵送等のサービスがあることを知らない人もいる。
・「障害者サービス」という言葉に違和感を持つ人もいる（高齢者等 自分は「障害
者」ではないという意識）。

・活字による読書が困難かどうかの判断基準

点字図書館とは？

身体障害者福祉法第34条に基づく視聴覚障害者情報提供施設の一つ。
視覚だけでなく、発達、肢体不自由等の障害により、書籍を視覚（目からの情
報）で認識・理解することが困難な人が利用対象である。点字図書よりも録音
図書（デイジー図書）の利用が多い。図書館法に基づく図書館ではない。

声と点字の図書館 高知図書館

著作権法により利用者が限定される

バリアフリー図書（点字図書・録音図書・
マルチメディアデイジー図書等）に関連
するサービス

著作権法により利用者が限定されない
バリアフリー図書（大活字本、ＬＬブック、
布の絵本等）に関連するサービス

前提：できることから始める。


